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病
床
機
能
報
告
に
関
し
て
は
、
そ
の
内
容
等
に
つ
い
て
、

①
期
機
能
に

す
る
病
棟
は
、

期
ン
病
棟
や
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
に
限
定
さ
れ
る
と
い
っ
た
誤
解
を

は
じ
め
、

期
機
能
に

す
る

解
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
に

よ
り
、

と
し
て

期
機
能
を

す
る
病
棟
で
あ

て
、
急

性
期
機
能
と
報
告
さ
れ
て
い
る
病
棟
が
一
定
数
存
在
す
る
こ
と

②
実
際
の
病
棟
に
は
様
々
な
病
期
の
患
者
が
入
院
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
主
と
し
て
急
性
期
や
慢
性
期
の
機
能
を
担
う
も
の
と
し
て
報

さ
れ
た
病
棟
に

い
て
も
、

期
の
患
者
が
一
定
数
入
院
し
、

期
の

が
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
よ
り
、

な
や

が
れ
な
い

、
期
機
能
を

担
う
病
床
が
各
構
想
区
域
で

に
拒
し
て
い
る
と
誤
解
さ

る
事

態
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

都
道

府
県

の
実

情
に

合
わ

せ
た

定
量

的
な

基
準

の
導

入
に

つ
い

て

医
政
地
発
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 日

（
内
容
）

2

な
お
、
一
部
の
都
道
府
県
で
は
、

な
の

者
等
と
の
協
議
を
経
て
、

者
の

解
が

れ
た

機
能
の

に
す
る
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
定

な
基
準
を
作
成
し
、
医

機
能

を
把
握
す
る
た

の
と
し
て
、
地
域
医

構
想

会
議
（
医

（
昭
和

2
3
 

第
2
0
5
 号

）
第

3
0
 条

の
1
4
 第

１
項
に
規
定
す
る
協
議
の
場

を
い
う
。

じ
。
）
に
お
け
る
議

に
活

す
る
こ
と
で
、
議

の
活

性
化
に
つ
な
げ
て
い
る
。

各
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
地
域
医

構
想

会
議
に
お
け
る
議

を
活
性
化
す
る
観
点
か
ら
、

に
、
都
道
府
県
医

会
な

の
医

関
係
者
等
と
協
議
を
経
た
上
で
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
定

な
基
準
を
拗

入
さ
れ
た
い
。



○
病
床
機
能
報
告
は
、
各
医

機
関
が

に
病
棟
機
能
を

。
こ
の

を
つ
つ
、
地
域
医

構
想

会
議
分
科
会
に
お
け
る
協
議
に

す
る
よ
う
、
病
床
機
能
報
告
で

期
と
報
告
さ
れ
て
い

る
病
棟
の
う
ち
、

・
①
②
に
つ
い
て
は
、

期
の

を
す
る
際
に
、

期
と

な
す

・
③
に
つ
い
て
は
、

の
を

す
る
際
に
、

報
と
す
る

こ
と
で
、
病
床
機
能
報
告
と

の
病
床
の

の
単

を
補
正
し
て
は

う
か
。

期
の

を
す
る
際
の
病
床
機
能
報
告
の
活

（
）

①
に

期
病
床
機
能
報
告
に
お
け
る
急
性
期
・
慢
性
期
病
棟
の
う
ち
、
病
床
単
位
の
地
域
包
括
ケ
ア
入
院

定
病
床
数

※
病
棟
単
位
の
報
告
で
あ
る
病
床
機
能
報
告
の

限
を
補
正

②
期

の
実

会
議
分
科
会
に
お
い
て

機
能
か
ら

期
の

協
議
が

た
病
床
数

※
病
床
機
能
報
告
の
タ
イ
ム
ラ
グ
を
補
正

③
期
に

い
急
性
期

病
床
機
能
報
告
に
お
け
る
急
性
期
病
棟
の
う
ち
、
平
均
在
棟
日
数
が
22日

超
の
病
棟
の
病
床
数3

急
性
期
の
患
者

急
性
期
の
患
者

期
の

患
者

期
の
患
者

病
棟
A

病
棟
B

←
平
均
在
棟
日
数

2
2日

超
の
イ

メ
ー
ジ ←
可
能
な
限
り
客
観
指
標
で
把
握

定
な
基
準

拵
平
成
2
9

医
会

平
成

月
日

一
部
改
変

ｃ
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